
地

域

社

会

に

お

け

る

共

生

の

実

現

に

向

け

て

新

た

な

障

害

保

健

福

祉

施

策

を

講

ず

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

規

則

の

整

理

に

関

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 
平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

 

聖

籠

町

長

 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

聖

籠

町

規

則

第

十

六

号

 

地

域

社

会

に

お

け

る

共

生

の

実

現

に

向

け

て

新

た

な

障

害

保

健

福

祉

施

策

を

講

ず

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

規

則

の

整

理

に

関

す

る

規

則

 

（

聖

籠

町

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

暇

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

七

年

聖

籠

町

規

則

第

一

号

）
の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

五

条

の

三

第

八

項

中

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

妊

産

婦

及

び

子

ど

も

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

妊

産

婦

及

び

子

ど

も

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

八

年

聖

籠

町

規

則

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

記

様

式

第

五

号

の

一

、

別

記

様

式

第

六

号

の

一

及

び

別

記

様

式

第

八

号

中

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

に

改

め

る

。

 

（

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

三

条

 

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

障
害
者
自
立
支
援
法

 

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

 

 

障
害
者
の
日
常

 



施

行

規

則

（

平

成

三

年

聖

籠

町

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

記

様

式

第

六

号

及

び

別

記

様

式

第

六

号

の

二

中

「

 

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

老

人

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

四

条

 

聖

籠

町

老

人

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

八

年

聖

籠

町

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

記

様

式

第

五

号

及

び

別

記

様

式

第

六

号

中

「

 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。
 

 

（

聖

籠

町

障

害

者

自

立

支

援

法

施

行

細

則

の

一

部

改

正

）

 

第

五

条

 

聖

籠

町

障

害

者

自

立

支

援

法

施

行

細

則

（

平

成

十

九

年

聖

籠

町

規

則

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

聖

籠

町

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

行

細

則

 

第

一

条

中

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」
に

改

め

る

。 

別

記

様

式

第

二

号

、

別

記

様

式

第

六

号

、

別

記

様

式

第

八

号

、

別

記

様

式

第

十

二

号

、

別

記

様

式

第

十

七

号

、

別

記

様

式

第

十

八

号

、

別

記

様

式

第

十

九

号

、

別

記

様

式

第

二

十

号

、

別

記

様

式

第

二

十

二

号

及

び

別

記

様

式

第

二

十

八

号

中

「

 

「

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

（

聖

籠

町

障

害

者

自

立

支

援

法

に

基

づ

く

指

定

特

定

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

及

び

児

童

福

祉

法

に

基

づ

く

指

定

障

害

児

相

談

支

障
害
者
自

 

立
支
援
法

 
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

 

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

 

障
害
者
自
立

 

支
援
法

 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

 

障
害
者
自
立
支
援

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

 

支
援
す
る
た
め
の
法
律

 

法
 

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

 



援

事

業

者

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

改

正

）

 
第

六

条

 

聖

籠

町

障

害

者

自

立

支

援

法

に

基

づ

く

指

定

特

定

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

及

び

児

童

福

祉

法

に

基

づ

く

指

定

障

害

児

相

談

支

援

事

業

者

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

四

年

聖

籠

町

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

題

名

中

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」

に

改

め

る

。

 

第

一

条

か

ら

第

四

条

ま

で

の

規

定

中

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」

に

改

め

る

。

 

別

記

様

式

第

一

号

及

び

別

記

様

式

第

二

号

中

「

 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。
 

（

聖

籠

町

地

域

生

活

支

援

事

業

実

施

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

七

条

 

聖

籠

町

地

域

生

活

支

援

事

業

実

施

規

則

（

平

成

十

八

年

聖

籠

町

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

中

「

自

立

し

た

」

を

「

基

本

的

人

権

を

享

有

す

る

個

人

と

し

て

の

尊

厳

に

ふ

さ

わ

し

い

」

に

改

め

、

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

第

一

項

中

「

障

害

者

自

立

支

援

法

」

を

「

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

 

第

八

条

 

聖

籠

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

聖

籠

町

規

則

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

記

様

式

第

七

号

及

び

別

記

様

式

第

八

号

中

「

 

障
害
者
自
立

 

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

 

支
援
法

 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

 

障
害
者
自
立

 



 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。

 

附
 

則

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

 

支
援
法

 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

 


